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積
制
改
革
後
白
租
輯
統
計

税
制
改
革
後
の
租
税
統
計

汐

J 

第

昭
和
十
五
年
度
の
主
税
局
統
許 、

見

且E

年
報
書

主
税
局
第
六
十
七
同
統
計
年
報
書
〔
昭
和
十
五
年
度
}
が
昭
和

十
七
年
三
月
末
に
褒
行
せ
ら
れ
た
。
主
税
局
年
報
書
は
年
々
殻

表
せ
ら
れ
既
に
六
千
七
-
同
を
宣
ね
て
ゐ
る
自
で
あ
る
が
、
第
六

十
也
同
年
報
書
は
昭
和
十
五
年
目
税
制
改
革
の
後
の
始
め
て
の

租
枕
統
計
で
あ
る
か
ら
貴
重
注
る
記
録
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

息
ふ
陀
租
税
統
計
は
歳
入
を
示
す
財
政
統
計
と
じ
て
重
要
注
る

ぽ
か
り
で
法
〈
、
課
税
の
前
提
と
左
る
課
税
物
件
を
通
じ
図
民

経
済
白
方
向
を
示
ず
統
計
と
し
て
名
高
《
評
債
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
。
戦
時
下
四
闘
民
生
活
主
語
る
資
料
と
し
て
も
此
の
主
税

局
統
計
年
報
室
田
は
寅
益
を
布
し
て
ゐ
る
。

昭
和
十
五
年
の
税
制
改
革
は
中
央
地
方
を
通
十
る
税
制
白
根

d

本
的
改
革
ム
」
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
、
従
つ
で
昭
和

t
四
年
正
昭
和

「ぅ

/ 

.
五
凡
六

一〆

ι 

策
五
十
四
番

ー
十
五
年
占
の
間
ピ
境
目
と
し
て
我
が
園
税
制
度
は
率
化
を
来

た
し
、
己
白
事
賓
が
主
税
局
統
計
年
報
書
の
土
に
も
現
ほ
れ
で

ゐ
る
。
統
計
表
の
分
量
か
ら
云
つ
で
も
、
昭
和
十
四
年
度
年
報

書
が
五
十
凶
の
表
を
牧
め
て
が
た
の
に
封
し
、
昭
和
十
五
年
度

白
統
計
表
は
六
十
二
に
達
し
て
ゐ
る
。
所
得
税
表
に
於
で
分
類

所
得
税
表
と
綜
合
所
得
税
表
と
が
加
は
り
、
更
に
法
人
税
表
と

第
五
続

法
人
税
免
除
表
と
特
別
法
人
税
表
と
が
加
は
っ
た
の
が
第
一
で

あ
る
。
配
営
利
子
特
別
殺
表
と
鏑
匝
稔
表
と
が
加
は
っ
た
の
が

第
二
で
あ
る
。
小
農
耕
地
元
租
表
が
加
は
っ
た
の
が
第
主
で
あ

る
。
第
十
四
に
管
業
税
表
と
品
目
業
税
免
除
表
と
が
加
は
っ
た
。
第

五
に
建
築
税
表
と
酒
税
表
と
遊
興
飲
食
税
表
と
が
加
は
っ
て
ゐ

'¥  

る
。
か
く
し
て
統
計
表
の
教
が
増
し
で
来
た
の
で
あ
る
?
只
、

注
意
す
べ
き
は
昭
和
十
五
年
度
が
蕎
税
制
と
新
税
制
と
白
切
替

L

、

μ

矧
で
あ
右
か
ら
、
蒼
税
制
の
改
正
が
全
面
に
及
ぽ
宇
新
税
制
白

震
施
も
一
部
分
に
隈
ら
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
現
に
昭
和
十
五

年
度
の
牧
入
と
し
て
も
第
一
種
所
得
税
、
第
二
種
所
得
税
、
第

三
種
一
州
得
税
が
あ
旬
、
替
業
牧
谷
税
、
資
本
利
子
税
、
法
人
資

本
税
、
利
続
配
営
穂
、
会
債
及
枇
債
利
子
税
等
の
蕎
積
が
時
間
る

@ 

、

¥ 

J 



と
共
に
法
人
税
白
如
き
新
税
の
寅
施
が
部
分
的
に
止
ま
っ
て
ゐ

る
場
合
が
あ
る
。
か
く
て
税
制
改
革
後
の
租
税
統
計
は
数
年
の

後
に
至
り
始
め
℃
平
年
度
の
数
字
と
怒
る
の
で
あ
る
。
併
し
其

れ
を
待
つ
亡
ゐ
て
は
数
年

E
経
過
す
る
事
と
友
り
、
叉
共
後
引

績
昔
磁
制
改
革
が
繰
り
返
へ
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
過
渡
期
の
快
騎

は
常
に
持
ち
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
落
院
は
税
制
改
革
後
の
租

税
統
計
と
し
古
取
税
え
宇
哨
和
十
五
年
度
。
租
枕
経
計
を
採
用

ず
る
事
ど
し
た
D
で
あ
る
。

』
¥

税
制
の
重
心
の
移
動

温
去
十
年
聞
に
於
け
る
園
税
牧
入
の
足

E
り
を
租
税
統
計
に

よ
り
明
か
に
す
る
。
突
の
表
に
は
園
税
繍
額
D
外
に
代
表
的
白

租
税
と
し
て
所
得
税
と
臨
時
利
得
税
と
酒
税
と
闘
税
と
の
牧
入

を
掲
げ
、
比
等
租
税
が
園
税
綿
額
に
占
む
る
割
合
を
調
べ
た
の

で
あ
る
。
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過
去
十
年
聞
に
闘
税
総
額
が
五
倍
に
増
Lτ
ゐ
る
の
に
一
勤
し

所
得
税
は
十
倍
と
左
り
、
酒
税
は
一
倍
半
と
な
り
、
関
税
は
一

務
五
棋

傍
五
十
四
巻

五
凡
七

= 



， 

当

揖
制
改
草
後
四
租
積
統
計

易事

倍
三
割
に
増
し
て
ゐ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
各
種
租
税
が
園
設

繍
額
に
占
む
る
割
合
は
、
所
得
税
が
約
二
割
止
り
約
四
割
に
増

し
、
酒
税
が
約
二
割
畳
分
上
り
一
約
A
分
に
滅
亡
、
関
税
が
約
一

割
五
分
よ
り
約
四
分
に
減
巳
セ
ゐ
る
9

昭
和
十
年
度
に
二
千
六

百
寓
屈
の
牧
入
を
あ
げ
た
臨
時
利
得
税
は
昭
和
十
五
年
度
に
は

七
億
五
千
寓
圏
陀
躍
進
し
て
ゐ
る
。
所
得
税
、
臨
時
利
得
税
白

如
き
収
得
訴
事
絶
勤
額
に
於
て
も
相
針
的
に
で
も
激
増
し
、
酒

税
、
閥
税
の
如
き
消
費
税
が
相
動
的
に
減
じ
て
ゐ
る
の
は
注
目

す
ペ
膏
現
象
で
あ
る
。
酒
税
ゆ
減
少
は
食
糧
管
理
に
よ
る
清
酒

原
料
米
の
節
約
の
結
果
で
あ
り
、
関
税
の
減
少
は
封
外
関
係
自

緊
迫
陀
一
W
品
輸
入
不
振
の
影
響
で
あ
る
。
之
に
反
し
所
得
税
、

臨
時
利
得
税
の
激
増
し
た
の
は
増
税
の
結
果
で
も
あ
り
同
時
E

自
然
増
牧
巴
結
果
で
も
あ
る
。

以
下
、
目
隠
し
い
租
税
に
つ
き
税
制
改
革
後
の
租
税
統
計
を

研
究
す
る
。第

三

所
得
税
統
許
の
改
正

税
制
改
革
後
の
租
税
統
計
に
於
て
最
も
重
要
詮
る
も
の
は
所

得
税
関
係
白
租
税
統
計
で
あ
る
。
奮
所
得
税
ぽ
第
-
積
所
得
税

五
八
八

瞳

F
E
擁

四

第
五
十
四
巻

と
第
一
一
種
所
得
税
と
第
三
種
所
得
税

E
よ
り
な
っ
て
ゐ
た
が
、

第
f

一
種
所
得
税

ρ大
部
分
が
《
人
資
本
磁
£
結
ん
で
法
氏
税
と

た
り
、
第
べ
種
所
得
税
の
一
部
は
臨
時
利
得
税
K
吸
牧
せ
ら
れ
、

、
更
一
記
第
三
種
所
得
税
と
第
一
一
一
種
所
得
税
ど
は
資
本
利
子
税
と
合

し
て
所
得
税
と
友
っ
た
6

叉
利
益
配
営
税
と
公
債
及
枇
債
利
子

税
と
が
合

L
て
配
常
利
子
特
別
税
が
出
来
て
ゐ
る
。
結
局
、
所

得
税
髄
係
の
租
殺
と
し
て
民
、
所
得
税
と
法
人
税
と
臨
時
利
得

税
と
配
営
利
モ
特
別
殺
と
を
皐
げ
る
事
が
出
来
る
が
屯
中
心
は

所
得
税
で
あ
る
ロ

所
得
稔
は
分
類
所
得
税
と
綜
合
所
得
税
と
よ
り
な
る
が
、
重

心
は
分
類
所
得
税
に
存
し
て
ゐ
る
ロ
分
類
所
得
税
は
更
に
賦
課

課
税
と
源
泉
課
税
与
に
分
れ
る
。
賦
課
課
税
は
不
動
産
所
得
、

事
業
所
得
、
乙
種
勤
持
所
得
、
山
林
の
所
得
、

ζ
種
配
営
利
子

所
得
、
乙
種
退
職
所
得
に
分
れ
、
所
得
金
額
白
犬
小
に
原
巳
人

員
、
所
得
金
額
、
税
額
白
統
計
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
ロ
分
類
弔
問
得

税
の
中
で
甲
種
配
営
利
子
所
得
、
甲
種
勤
持
所
得
、
甲
種
退
職
、

所
得
は
源
泉
課
税
方
法
K
よ
り
、
所
得
金
額
と
税
額
と
だ
げ
示

苫
れ
人
員
は
明
か
医
さ
れ
て
ゐ
託
じ
い
。



綜
合
所
担
吋
殺
に
つ
い
て
も
利
子
所
得
の
一
部
に
源
泉
課
税
が

¥
 

行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
綜
合
所
得
税
の
ヌ
部
分
ほ
賦
課
課
税
白
方

法
を
と
っ

t
ゐ
る
。
従
っ
て
所
得
金
額
の
大
小
に
熔
巴
納
税
人

員
、
所
得
金
額
、
税
額
が
示
さ
れ
て
お
右
。

税
制
改
革
の
結
果
と
し
て
所
得
税
統
計
白
内
容
に
も
愛
化
が

及
ん
だ
白
で
あ
る
。
所
得
白
質
的
研
究
邸
ち
所
得
の
稔
類
に
つ

い
て
は
専
ら
分
類
所
得
税
白
統
計
よ
舵
之
を
研
気
宇
者
事
が
出

液
晶
。
所
得
の
量
的
研
賞
即
ち
大
小
所
得
白
分
配
は
揚
合
?
に
土

り
取
扱
を
同
時
に
す
る
。
総
所
得
D
分
配
政
綜
合
所
得
微
に
よ
り

調
査
す
る
哀
が
出
来
る
が
へ
尺
4
1
園
以
下
、
一
帯
二
苛
骨
川
崎
下

一
一
官
同
国
以
下
、
三
寓
国
以
下
，
五
寓
園
以
下
、
、
入
寓
闘
以
下
、

v

前帯

十
三
寓
鴎
以
下
、
↓

r

一
十
寓
園
以
ア
、
三
十
寓
国
以
下
、
五
十
寓

固
以
下
い
入
十
寓
園
以
下
、
八
十
寓
風
を
超
ゆ
る
も
白
)
五
千

聞
未
満
の
所
得
者
の
分
配
欣
態
は
之
を
明
か
に
し
難
い
般
賠
を

有
し
て
ゐ
る
。
併
L
部
分
所
得
に
つ
い
て
は
、
分
類
所
得
税
賦

課
課
税
分
の
統
計
主
利
用
す
る
事
に
よ
り
所
得
D
大
小
(
例
へ

ば
事
業
所
得

d

乙
種
勤
拙
究
所
得
、
山
林
の
所
得
、
乙
種
配
首
利

子
所
得
に
つ
い
て
は
一
一
百
間
以
下
、
五
百
園
以
下
‘
千
園
以
下

栂
制
改
革
徒
居
租
酷
統
計

時一

ノ

ヘ
l

d

l

ヘ ρ

千
五
百
園
以
下
、
二
千
園
以
下
、
一
日
一
千
閥
以
下
、
五
千
間
以
下

一
寓
園
以
下
、
五
寓
園
以
下
、
十
寓
園
以
下
、

J

十
高
閣
を
超
ゆ

る
も
り
)
に
熔
巴
て
分
配
を
明
か
に
し
得
べ
〈
相
営
低
い
所
得

托
主
で
調
査
を
掘
り
下
げ
る
事
が
出
様
る
。

新
税
制
の
特
品
聞
と

L
て
、
租
税
の
減
売
に
よ
り
粧
品
附
政
策
を

寅
行
せ
ん
と
す
る
統
制
租
税
左
幕
げ
る
事
が
出
来
石
。
所
得
税

免
除
表
、
法
人
税
免
除
表
、
替
業
税
免
除
表
が
共
の
通
例
で
あ

る
。
此
等
租
税
の
減
苑
は
所
得
税
法
、
一
法
人
税
法
、
替
業
税
法

に
よ
り
行
怯
れ
又
は
臨
時
租
税
措
置
法
共
他
特
別
の
法
律
、
に
土

り
定
め
ら
れ
て
ゐ
ー
る
。
財
政
租
税
と
な
ら
ん
で
統
制
租
税
が
重

4

要
と
な
っ
て
ゐ
る
際
で
あ
る
か
ら
、
統
制
経
済
白
強
化
す
る
と

共
に
租
税
白
減
兎
の
統
計
も
共
の
意
義
を
増
し
て
ゐ
る
。

第
四
北
九
他
~
の
租
税
統
計

昭
和
十
五
年
白
税
制
改
革
位
、
中
央
地
方
に
遇
巳
て
行
は
れ

た
。
地
方
に
閥
係
あ
る
閣
税
白
政
章
ど
し
て
は
地
方
分
輿
税
分
戸

f

血
肉
金
特
別
曾
計
を
あ
げ
ね
ば
注
ら
む
。
卸
ち
地
租
、
家
屋
税
、

替
業
殺
の
牧
入
白
金
額
を
同
合
計
を
遇
じ
で
徴
牧
地
道
府
勝
に

還
付
税
分
典
金
と

L
て
器
回
付
す
る
四
が
第
一
で
あ
る
o
v第
二
に

五

民

丸

一

一

五

h 

ず~

停
五
十
回
瞥

L

へ

ー陸
第
亙正

、 畠越



、，

ノ

ー一

積
制
改
革
後
白
租
輯
統
計

所
得
税
、
法
人
税
、
入
揚
税
、
遊
興
飲
食
税
の
牧
入
D

一
部
分

1暑

を
一
般
曾
計
よ
り
受
入
れ
、
共
れ
を
配
付
税
分
奥
金
と
し
て
道

府
鯨
市
町
村
に
趨
営
に
配
分
す
る
の
で
あ
る
v

地
方
分
輿
税
分

興
金
特
別
曾
計
に
つ
音
昭
和
十
五
年
度
の
決
算
と
昭
和
十
六
年

度
の
強
算
を
一
軍
す
と
吹
の
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
。

(

早

世

千

固

)

グ

J
f

昭
和
十
五
年
度
昭
和
咋
六
年
度

還
付
積
分
興
金
、
ー
セ
穴
、
四
九
八

-o丸
、
-
=
一
三

内
地
租
肱
入
の
全
額
二
五
、
四
O
二
、
-
一
一
、
四
九
九

替
業
積
収
入
時
金
額
五
一
、
O
九
六
八
七
、
六
=
コ
一
一

配
付
積
分
奥
金
二
七
七
、
司
王
五
三
ニ
O
A
U
さ
-

内
所
得
積
収
入
白
}
部
一
六
六
、
一
一
一
六
二
一
六
九
、

J

一
九
人

法
人
揖
牧
入
四
一
部
固
軍
、
五
O
四
九
三
、
五
八
七

f

入
場
揖
肱
入
。
一
部
九
J
一
一
五
八
一
一
、
0
0
九

遊
興
飲
食
積
肱
入
白
五
六
、
メ
一
二
九
四
六
、
二
六
六

一部

J

合

計

三

豆

耳

、

A

E

=

一

四

三

丸

、

一

九

亙

昭
和
十
五
年
度
十
六
年
度
は
過
渡
期
で
あ
引
て
地
租

E
借
業

税
と
だ
け
が
還
付
税
分
興
金
の
財
源
と
怠
っ
て
ゐ
た
が
、
昭
和

十
七
年
度
か
ら
は
新
た
に
家
屋
税
が
加
は
り
地
租
、
家
屋
税
、

替
業
税
の
三
の
牧
錠
税
が
還
付
税
分
間
品
目
金
の
財
源
と
な
る
白
で

あ
る
。
還
付
税
分
輿
金
と
配
付
税
分
興
金
と
が
相
結
ん
で
地
方

v' 

¥、、ヘ石、

場

j 
l守

修
五
十
四
巻

品
曹

第
五
揖

大

五
九
O

分
奥
税
分
輿
金
と
た
り
地
方
税
の
凸
凹
を
調
節
す
る
役
目
を
は

た
す
語
で
あ
る
。
従
来
、
財
政
牧
入
を
粛
す
事
を
役
目
と
し
て

ゐ
た
三
枚
益
税
が
地
方
財
政
吃
調
整
す
る
事
K
其
の
目
的
を
縫

じ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
牧
益
枝
統
計
の
意
味
も
昭
和
+
五
年

を
境
目
と
し
て
愛
往
し
た
の
で
あ
る
。

所
得
税
閥
係
白
租
税
統
計
と
牧
盆
税
統
計

E
一
瞥
す
る
事
に

よ
り
牧
得
税
統
計
の
研
究
を
終
る
事
と
す
る
。
金
額

o
bか
ら

云
つ
で
も
収
得
税
が
岡
税
収
入
の
中
植
を
友
じ
消
費
税
、
流
通

t

稔
は
極
め
て
小
部
分
を
占
む
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
故
に
消

費
税
、
流
通
税
に
闘
す
る
統
計
は
税
額
か
ら
云
っ
て
意
味
の
少

川
-
V
D
で
あ
る
が
、
消
費
生
活
流
通
生
活
を
一
本
す
賭
か
ら
見
て

重
要
な
も
D
で
あ
る
。
此
一
種
の
統
計
と
し
て
既
に
酒
税
表
、
織

物
消
費
税
表
、
物
品
税
表
あ
り
、
新
た
に
建
築
税
表
、
通
行
税

去
、
入
揚
税
表
、
遊
興
飲
食
税
表
が
加
は
っ
て
ゐ
る
。

建
築
税
表
は
「
居
住
所
家
屋
」
↓
「
料
理
府
、
席
貸
業
、
貸
座

敷
業
及
引
手
茶
屋
業
用
家
屋
」
寸
演
劇
、
活
動
馬
民
、
満
義
及

観
物
開
催
問
家
屋
」
の
新
築
、
増
築
、
改
治
せ
ら
れ
た
も
の
に

つ
き
件
数
、
床
面
積
、
建
築
償
額
、
税
額
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
従

-、

、
L
3



っ
て
建
築
稔
表
は
景
気
持
世
動
統
計
と
し
て
之
を
利
用
す
る
事
が

、
出
来
る
。

遇
行
税
表
は
普
通
乗
客
、
岡
敬
乗
客
、
定
期
乗
客
、
園
耀
乗

客
、
貸
切
乗
客
、
急
行
乗
客
の
大
小
人
別
生
守
級
別
人
員
、
乗
車

賃
、
税
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

入
場
校
表
、
遊
興
飲
食
税
表
は
岡
氏
の
享
業
生
活
、
娯
衆
生

活
の
消
長
主
観
察
す
る
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
入
揚
税
は
人

揚
税
と
特
別
入
場
税
と
に
分
れ
、
入
揚
税
は
更
に
第
一
種
(
浪

劇
揚
、
活
動
弱
震
館
、
演
婆
揚
、
観
物
揚
、
競
馬
揚
、
博
覧
曾

揚
、
展
覧
舎
揚
、
遊
園
地
、
鍛
錬
馬
場
)
と
第
二
種
(
舞
踏
揚

麻
雀
揚
、
撞
球
揚
、
ゴ
ル
フ
揚
、
ス
ゲ
1
ト
揚
)
と
に
介
れ
る
。

通
常
料
金
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
人
員
」
と
「
入
場
料
又
は
特

t
トベ

別
入
場
料
」
と
「
税
額
」
を
一
市
し
、
同
数
定
期
貸
切
共
他
に
依

必
も
の
陀
つ
い
て
は
「
入
場
料
又
は
特
別
入
場
料
」
と
「
税
額
」
・

と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
P

遊
興
飲
食
税
去
は
「
課
税
高
」
と
「
税

額
」
き
を
料
理
底
、
貸
席
、
放
館
、
貸
座
敷
、
引
手
茶
屋
と
に

分
類
し
て
ゐ
る
。

、、ー
税
制
改
革
前
後
の
租
税
統
許

ー・

第
五

税
制
改
革
後
四
、
一
租
挽
輯
計

¥ 

¥ 

、f
F
r
r
p
d
y
i昨

/¥  

増
税
を
含
む
税
制
の
根
本
的
改
革
は
昭
和
十
五
年
に
行
は
れ

た
白
で
あ
る
が
、
財
/
肱
の
現
歎
は
此
の
程
度
の
増
税
で
は
不
充

〆

F

分
で
あ
う
て
、
昭
和
十
六
年
十
七
年
の
二
岡
に
わ
た
り
増
税
を

行
っ
た
の
で
あ
る
心
部
ち
昭
和
十
六
年
に
は
消
費
税
中
心
。
増

税
(
平
年
度
増
牧
約
六
億
闘
)
が
あ
り
、
更
に
昭
和
十
七
年
に
は

牧
得
税
中
心
。
増
税
九
平
年
度
増
牧
約
未
一
億
閏
)
を
希
っ
た
白

で
あ
る
。
認
に
軍
要
怒
る
租
殺
に
つ
曹
税
別
改
革
前
後
の
牧
入

額
の
比
較
を
試
み
た
い
。
昭
和
苛
同
Y

年
度
(
税
別
改
革
前
〕
昭
和

十
五
年
度
ス
税
制
改
革
後
の
第
一
年
)
に
つ
い
て
は
調
定
済
額
を

掲
げ
、
昭
和
十
六
年
度
(
消
費
税
中
心
の
増
税
を
行
つ
党
第
一

年
)
昭
和
十
七
年
度
(
牧
得
税
中
心
の
増
税
を
行
っ
た
第
一
年
)

に
つ
い
て
は
強
算
換
を
調
べ
、
描
去
四
年
聞
の
収
入
金
額
を
比

較
し
た
の
で
あ
る
。
突
の
如
〈
で
あ
る
。
(
阜
、
位
百
寓
園
)

昭
和
十
昭
和
十
昭
和
十

四
年
度
五
年
度
六
年
度

AAZ

一J
古
ロ
一
、
一
九
回

主

回

晶

君

犬

同
一AZ

穴
式
口

元
五
=
一
量

一
-
一
人
一
六
回

所

得

積

臨

時

刻

得

税

法

人

砥

酒

祇

遊

興

飲

食

積

、

第
五
十
四
巻

老実 l

昭
和
十

七
年
度

一
、
高
元

一J
一室

A
E一円

四五五
百一一六ニ

王E
プu

瞳

P
E
披

七
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税
制
改
革
後
四
租
勃
統
計

物

品

現

時

F
街

消

費

税

織
物
消
費
)
話

題

行

雄

相

続

種

九

八

場

一

税

関

秘

馬

券

横

取

引

所

積

電

気

瓦

新

税

清

涼

飲

料

視

鏡
匝
積
{
鎖
業
相
)

外
貨
債
特
別
泊

康

告

税

配

管

利

子

特

別

積

二

揮

ィ

遊

抽

秘

S

L

一六

園
枕
総
額
は
昭
和
十
四
年
度
に
三
十
五
億
闘
で
あ
っ
た
の
が

昭
和
十
五
年
度
に
コ
一

t六
億
固
に
崎
じ
、
昭
和
十
六
年
度
に
四
♂

+
倍
園
と
左
り
、
昭
和
十
七
年
度
は
六
十
億
園
に
上
っ
た
の
で

あ
る
。
税
制
改
革
怖
白
昭
和
十
四
年
度
白
三
十
五
億
聞
に
比
較

、
す
る
と
昭
和
十
七
年
度
白
国
税
線
額
牧
入
は
賃
に
二
十
四
割
に

営
る
。

、
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主圃
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回
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A
 

h
也事

E 
E 九九八九

第

五

十

四

巻

五

九

二

{

同
和
十
五
年
度
、
J

十
六
年
度
為
十
七
年
度
D
税
制
改
革
を
通

じ
編
著
な
る
現
象
は
、
免
税
世
閣
の
引
下
に
よ
り
奮
税
白
課
税
物
、

件
主
量
的
に
横
大
す
る
と
喚
に
課
税
物
件
を
質
的
に
も
繍
張
し

た
事
で
あ
り
、
同
時
に
新
税
の
制
定
に
上
り
新
た
た
る
課
税
物

件
を
開
拓
し
た
事
で
あ
る
。
共
の
結
果
と
し
て
税
制
改
革
後
の

新
殺
の
課
税
物
件
は
岡
民
生
活
白
全
部
商
に
行
菅
波
っ
て
来
て

4 ヘ

策
並
醜

J、

めて革 #t にか出 トゐ
唱もが 統 本 示 つ で か る
あ闘行計丈すたゐ〈。
る民はをは事図るて
o 語れ基最と民 D 過

't< 礎初注生で去
統昭とにる 1 活 あ 三
計利し 税。 のる 簡
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